
母子保健情報のデジタル化

こども家庭庁成育局母子保健課

令和５年度 こども家庭庁母子保健指導者養成研修



１．母子健康手帳について

２. 妊婦健診・乳幼児健診について

３. 母子保健のデジタル化のこれまでの経緯

４. 母子保健のデジタル化の最近の動き

本日の内容



１．母子健康手帳について

２. 妊婦健診・乳幼児健診について

３. 母子保健のデジタル化のこれまでの経緯

４. 母子保健のデジタル化の最近の動き

本日の内容



母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにすると
ともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保
健の向上に寄与することを目的とする。

妊産婦･･･妊娠中又は出産後１年以内の女子 乳 児･･･１歳に満たない者
幼 児･･･満１歳から小学校就学の始期に達するまでの者 新生児･･･出生後２８日を経過しない乳児

３．妊娠の届出（第１５条）
妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届出をしなければなら
ない。

１．目 的
母子保健法の概要

１．保健指導（第１０条）
市町村は、妊産婦等に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要
な保健指導を行い、又は保健指導を受けることを勧奨しなければ
ならない。

２．健康診査（第１２条、第１３条）
・ 市町村は１歳６か月児及び３歳児に対して健康診査を行わなけ
ればならない。
・上記のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは

幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧
奨しなければならない。

４．母子健康手帳（第１６条）
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付し
なければならない。

７．低体重児の届出（第１８条）
体重が２,５００ｇ未満の乳児が出生したときは、その保護者は、

速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なけれ
ばならない。

８．養育医療（第２０条）
市町村は、未熟児に対し、養育医療の給付を行い、又はこれに
代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

２．定 義

３．主な規定

９．母子健康包括支援センター（第２２条）
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センター（子育て世代
包括支援センター）を設置するよう努めなければならない。

５．妊産婦の訪問指導等（第１７条）
市町村長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦の健康状態に応
じ、職員を訪問させて必要な保健指導を行い、診療を受けること
を勧奨するものとする。

６．産後ケア事業（第１７条の２）
市町村は、出産後１年を経過しない女子及び乳児の心身の状態
に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相
談その他の援助（産後ケア）を必要とする出産後一年を経過しな
い女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めなければな
らない。
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年次 名称 内容

昭和17年～ 妊産婦手帳 出産の状況、妊産婦・出産児の健康状態等

昭和23年～ 母子手帳 乳幼児期までの健康状態の記録欄等の追加

昭和41年～ 母子健康手帳 医学的記録欄がより詳細に
保護者の記録欄等の追加（育児日誌的性格も付加）

平成4年～ 母子健康手帳 交付主体が都道府県又は保健所を設置する市から市町村へ
手帳の後半部分を任意記載事項に

沿 革

母子健康手帳について

構 成 と 内 容
① 必須記載事項（省令事項）：妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導に関する記録等

必ず記載しなければならない全国一律の内容。厚生労働省令で様式を規定している。
ex. 妊娠中の経過、乳幼児期の健康診査の記録、予防接種の記録、乳幼児身体発育曲線

② 任意記載事項（通知事項）：妊産婦の健康管理、乳幼児の養育に当たり必要な情報等
自治体の任意で記載する内容。厚生労働省令で記載項目のみを定め、通知で様式を示している。

自治体独自の制度等に関する記載も可能。
ex. 日常生活上の注意、育児上の注意、妊産婦・乳幼児の栄養の摂取方法、予防接種に関する情報

概 要
○ 市町村が、妊娠の届出をした者に対して交付（母子保健法第16条第1項）。

○ 妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるとともに、乳幼児の保護者に対する育児に関する
指導書である。

※平成２２年乳幼児身体発育調査、近年の社会的変化及び母子保健の変化等を踏まえ、「母子健康手帳に関する検討会」を開催し、平成２３年１１月
に報告書を取りまとめ、その報告書を踏まえ必須記載事項（省令）及び任意記載事項（通知）の様式改正を行った。 →平成２４年４月１日から各市
町村において新様式を交付



母子健康手帳の改正について

平成２２年乳幼児身体発育調査、近年の社会的変化及び母子保健の変化等を踏まえ、「母子健康手帳に関する検討
会」を開催し、平成２３年１１月に報告書を取りまとめ、その報告書を踏まえ省令事項及び任意記載事項の様式改正
を行った。

改正の趣旨

○妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進の重要性に鑑み、母子健康手帳の名称は変更しない

○省令様式の分量が増加する場合、任意様式の簡略化を行うが、最低限に必要な知識は引き続き情報
提供する。

○妊産婦の意識の変化、妊婦健康診査の充実等を受け、妊娠経過の記載欄を拡充、自由に記入できる
欄を増やす。

○胆道閉鎖症等、生後1か月前後の児の便色の異常を呈する疾患の早期発見のため、便カラーカードを
母子健康手帳と一体的に利用できるようにする。

○平成22年乳幼児身体発育調査に基づき、乳幼児身体発育曲線及び幼児身長体重曲線を改訂する。

○予防接種記載項目について、定期接種の記載欄を一連の様式とし、任意記載欄を増やすなど充実を
図る。

○母子健康手帳以外の情報提供のあり方、健康診査等のデータの管理や活用等課題について今後さら
に検討する。

母子健康手帳に関する検討会報告書の内容



【省令様式】
１ 妊娠経過の記載欄について、近年のハイリスク妊娠の増加、妊産婦の安全に関する意識や状況
の変化及び妊産婦健康診査の充実を受け下記のとおり改正
（１）妊娠・分娩の際のリスクに関する情報を追記
（２）妊婦健康診査の記録欄の増加
（３）妊産婦等の自由記載欄の増加

２ 成長発達の確認項目の一部について、保護者が記載しやすいよう、達成時期を記載する形式に
変更

３ 胆道閉鎖症等、生後１か月前後に便色の異常を呈する疾患の早期発見のため、新生児の便色に
関する情報を提供

４ 平成２２年乳幼児身体発育調査に基づき、乳幼児身体発育曲線及び幼児の身長体重曲線を改訂

【任意様式】
１ 予防接種記載項目について、定期接種の記載欄を一連の様式となるよう、任意記載欄の拡充・
変更

２ その他所要の改正

改正の内容

※平成23年12月28日母子保健法施行規則の一部を改正

※平成24年1月13日任意様式の一部改正

○平成23年11月 4日 検討会報告書公表
○平成23年12月28日 母子保健法施行規則の一部改正

○平成２４年４月１日 改正省令様式の施行

スケジュール



令和３年度母子健康手帳等に関する意見を聴く会について

今後に向けた論点
（１） 母子健康手帳の名称について

母子健康手帳という名称を引き続き用いるという意見が多かったが、父親の育児参加の重要性や多様な家族形態がある
中でどのような名称とすることが良いか検討する必要がある 。

（２） 母子健康手帳の電子化について
紙だけではなく電子的な母子健康手帳の併用を求める意見が多かった。社会のデジタル化が進む中で 、 母子健康手帳に

ついて電子化の意義や電子化すべき内容、紙で残すべき内容、電子化の方法等について検討する必要がある。

（３） 母子健康手帳の内容について
母子健康手帳の内容については、ＱＲコード等を活用し、最新情報や正確な情報にアクセスできる ことが望ましく、 父親や

家族の参画を促すような仕組みや、地域の支援サービスとの連携が可能となる仕組みを盛り込むことが必要である。また、
母子健康手帳の活用方法を両親学級等で伝える等、 活用を促す工夫も重要である。

（４）多様性への対応について
多胎児、低出生体重児、障害のある子ども 、外国人家庭等多様なニーズに対応する母子保健施策が求められる中で、 母

子健康手帳を含めた情報発信の多様化が必要である 。

（５） 乳幼児健診や妊産婦健診等のあり方について
乳幼児健診や妊産婦健診は、身体的な側面だけでなく 母親の不安を取り除くような相談の機会の充実、多様な家庭に配

慮した受診方法や時間などへの配慮が重要である。また、 家族支援に向けた健診内容や受診方法等について検討が必要
である 。産後うつの予防や虐待防止等の観点からも、両親学級の内容の充実（パートナーシップ、働き方、チーム子育て等）
や受講がしやすくなるような工夫が重要である。

概要
○ 母子をめぐる状況が変化する中、母子保健の利用者のニーズを把握する機会が限られていた。
○ 母子健康手帳の運用のあり方、父親や家族、地域との関わりを踏まえた母子健康手帳の名称、今後の妊産婦健診や
乳幼児健診、母子保健の目指す方向性等について、利用者や支援者の立場からのヒアリングを実施し、今後の検討
に向けての意見をまとめた。
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○ 母子健康手帳の様式については社会情勢の変化や保健医療福祉制度の変化等に伴い改正を行ってきた。

○ デジタル化が進む中で、平成30年度に「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会」を開催し、電子化
すべき情報等について中間報告書がとりまとめられ、令和２年度からはマイナポータルを通じて本人が閲覧できる仕組
みとしたところである。一方で、母子保健情報について、乳幼児健康診査の内容の標準化や、情報の連携や利活用の在
り方等については引き続き検討が必要な事項とされている。

○ このような社会的状況の変化等を踏まえ、今般、母子健康手帳、母子保健情報等に関して検討を行うことを目的とし、
学識経験者・関係団体代表者等の協力を得て、厚生労働省子ども家庭局長の下に、本検討会を開催するものとする。

安宅 満美子

とりこえ助産院 助産師

（公益

淳子

・ 母子保健情報の電子化や自治体の電子的母子保健ツールの導入 、任意様式の情報量等の現状を踏まえ、母子健康手帳の
電子化、紙と電子の役割についてどう考えるか。

・ 母子健康手帳の役割 について、どのように考えるか。
・ 多胎児、低出生体重児、障害のある子ども、外国人家庭等 多様性に配慮した情報提供や父親の育児を推進する方策に

ついて、どのように考えるか 。
・ 母子健康手帳に反映すべき近年の制度改正等の動きやエビデンスはあるか。

（50音順・敬称略。◎は座長）

◎

母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会について

構成員

主な論点

安宅 満美子
とりこえ助産院 助産師
（公益社団法人日本助産師会 推薦）

石田 淳子
府 中 市 子 ど も 家 庭 部 子 ど も 家 庭 支 援 課 長 ・ 子 ど
も 家 庭 支 援 セ ン タ ー 所 長 （全国保健師長会 推薦）

伊藤 早苗
岐阜県輪之内町福祉課長・保健センター 所長
（全国町村会 推薦）

岡 明 埼玉県立小児医療センター 病院長

小林 徹
国立研究開発法人国立成育医療研究センター臨床研究
センターデータサイエンス部門 部門長

末松 則子 三重県鈴鹿市長

鈴木 俊治
日本医科大学女性生殖発達病態学大学院 教授
（公益社団法人日本産婦人科医会 推薦）

永光 信一郎
福岡大学医学部小児科 主任教授
（公益社団法人日本小児科学会 推薦）

中山 まき子 同志社女子大学現代社会学部 特任教授

濵田 圭子
兵庫県但馬県民局朝来健康福祉事務所 健康参事・地
域保健課長（公益社団法人日本看護協会 推薦）

三浦 清徳
長崎大学大学院医歯薬総合研究科産科婦人科学教
室 教授（公益社団法人日本産婦人科学会 推薦）

三平 元
医療法人社団すこやかおやこ 理事長
（公益社団法人日本小児科医会 推薦）

森田 圭子 特定非営利活動法人ホームスタートジャパン 代表理事

山縣 然太朗 山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座 教授

山本 秀樹 公益社団法人日本歯科医師会 常務理事

渡辺 弘司 公益社団法人日本医師会 常任理事

（１）母子健康手帳の見直し方針について（夏頃を目途に検討）
⇒ 令和５年度以降、各市町村において新様式の母子健康手帳を交付

（２）電子化すべき乳幼児健診等の母子保健情報について（年度内に方向性を検討）

スケジュール
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１．母子健康手帳について

２. 妊婦健診・乳幼児健診について

３. 母子保健のデジタル化のこれまでの経緯

４. 母子保健のデジタル化の最近の動き

本日の内容



母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにすると
ともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保
健の向上に寄与することを目的とする。

妊産婦･･･妊娠中又は出産後１年以内の女子 乳 児･･･１歳に満たない者
幼 児･･･満１歳から小学校就学の始期に達するまでの者 新生児･･･出生後２８日を経過しない乳児

３．妊娠の届出（第１５条）
妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届出をしなければなら
ない。

１．目 的
母子保健法の概要

１．保健指導（第１０条）
市町村は、妊産婦等に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要
な保健指導を行い、又は保健指導を受けることを勧奨しなければ
ならない。

２．健康診査（第１２条、第１３条）
・ 市町村は１歳６か月児及び３歳児に対して健康診査を行わなけ
ればならない。
・上記のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは

幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧
奨しなければならない。

４．母子健康手帳（第１６条）
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付し
なければならない。

７．低体重児の届出（第１８条）
体重が２,５００ｇ未満の乳児が出生したときは、その保護者は、

速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なけれ
ばならない。

８．養育医療（第２０条）
市町村は、未熟児に対し、養育医療の給付を行い、又はこれに
代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

２．定 義

３．主な規定

９．母子健康包括支援センター（第２２条）
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センター（子育て世代
包括支援センター）を設置するよう努めなければならない。

５．妊産婦の訪問指導等（第１７条）
市町村長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦の健康状態に応
じ、職員を訪問させて必要な保健指導を行い、診療を受けること
を勧奨するものとする。

６．産後ケア事業（第１７条の２）
市町村は、出産後１年を経過しない女子及び乳児の心身の状態
に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相
談その他の援助（産後ケア）を必要とする出産後一年を経過しな
い女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めなければな
らない。
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市町村

市区町村による
妊婦健診
の実施

（母子保健法13条）

市区町村による
乳幼児健診
の実施

（母子保健法12条）

【財
源】

国税
の
徴収

【市町村の実施状況】
（令和４年４月時点：母子保健課調査）

○すべての市区町村で１４回分以上の公費負担
○公費負担額の全国平均は107,792円
○受診券方式（検査項目が示された受診券） ８９．８％
○補助券方式（補助額のみ記載の受診券） １０．２％
○国が定める検査項目を全て実施 ８６．３％
○産婦人科診療ガイドラインの推奨レベルAとされる
検査項目を全て実施 １００．０％

○１歳６か月児健診 （集団） ９６．４％
〃 （個別） ３．２％

○３歳児健診 （集団） ９８．２％
〃 （個別） １．４％

【受診人数（受診率）】
(令和３度 厚生労働省：地域保健・健康増進事業報告)

○妊娠届出者数 ８３１，８２４人
○１歳６か月児健診 ８３８，７１９人（９５．２％）
○３歳児健診 ８９９，００６人（９４．６％）

妊婦健診・乳幼児健診のしくみ

地方交付税は、所得税・法人税の３３．１％、酒税の５０％、消費税の２２．３％、地方法
人税の全額を国税として国が徴収し、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの
地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源保障するためのもの

妊娠した者

地方交付税として市町村に分配
・妊婦健康診査費（14回分）
・妊産婦健康診査（集団健診）

・乳児健康診査費（集団又は個別（３～
６ヶ月、９～１１ヶ月））
・１歳６か月児健康診査費
・３歳児健康診査費

・母子健康手帳の交付
（母子保健法16条）

・受診券または補助券
の交付（１４回分以上）

１歳６か月児
３歳児のいる
家庭

市町村が健康診査の
実施日・実施場所を保
護者に通知（お知らせ）

市町村に妊娠の届出
（母子保健法15条）



妊婦健康診査について

公費負担の現状（令和４年４月現在）
○ 公費負担回数は、全ての市区町村で１４回以上実施
○ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施
○ 助産所における公費負担は、１，６９０の市区町村で実施（１，７４１市区町村中）

公費負担の状況
○ 平成１９年度まで、地方交付税措置により５回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理
の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、平成２０
年度第２次補正予算において妊婦健康診査支援基金を創設して公費負担を拡充。
○ 平成２２年度補正予算、平成２３年度第４次補正予算により、積み増し・延長を行い公費負担を継続。
（実施期限：平成２４年度末まで）
○ 平成２５年度以降は、地方財源を確保し、残りの９回分についても地方財政措置により公費負担を行う
こととした。

妊婦が受診することが望ましい健診回数
※「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」（平成27年３月31日厚生労働省告示第226号）

① 妊娠初期より妊娠２３週（第６月末）まで ：４週間に１回
② 妊娠２４週(第７月)より妊娠３５週（第９月末）まで ：２週間に１回
③ 妊娠３６週（第１０月）以降分娩まで ：１週間に１回
（※ これに沿って受診した場合、受診回数は１４回程度である。）

根 拠
○ 母子保健法第１３条（抄）
市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を
受けることを勧奨しなければならない。



健診内容は、厚生労働省令（母子保健法施行規則）で示す検査項目。
受診人数・受診率：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」（令和３年度）による。

○ 市町村は、１歳６か月児及び３歳児に対して、健康診査を行う義務があるが、その他の乳幼児に対しても、
必要に応じ、健康診査を実施し、また、健康診査を受けるよう勧奨しなければならない。

○ 根 拠 （母子保健法）
第１２条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
１ 満１歳６か月を超え満２歳に達しない幼児
２ 満３歳を超え満４歳に達しない幼児
第１３条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受ける
ことを勧奨しなければならない。

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑥ 四肢運動障害の有無
⑦ 精神発達の状況
⑧ 言語障害の有無
⑨ 予防接種の実施状況
⑩ 育児上問題となる事項
⑪ その他の疾病及び異常の有無

○ 受診人数（受診率） 838,719人（95.2％）

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 眼の疾病及び異常の有無
⑥ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
⑦ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑧ 四肢運動障害の有無
⑨ 精神発達の状況
⑩ 言語障害の有無
⑪ 予防接種の実施状況
⑫ 育児上問題となる事項
⑬ その他の疾病及び異常の有無

○ 受診人数（受診率） 899,006人（94.6％）

１歳６か月児健診 ３歳児健診

乳幼児健康診査（１歳６か月児健診・３歳児健診）について

※平成１７年度に一般財源化（地方交付税措置）
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令和３年度 乳幼児健康診査の実施状況
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１．母子健康手帳について

２. 妊婦健診・乳幼児健診について

３. 母子保健のデジタル化のこれまでの経緯

４. 母子保健のデジタル化の最近の動き

本日の内容



第5回 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会（令和４年11月）
資料６（NCCHD小林先生作成）抜粋
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データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会 中間報告書（概要）
【経緯】
○ 2018年１月に厚生労働省「データヘルス改革推進本部」のもとに、新たに「乳幼児期・学童期の健康情報」プロジェクトチームが設置され、乳幼児

期、学童期を通じた健康情報の利活用等について検討を進めることとなった。
○ これを受け、同年４月に子ども家庭局長の下に「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会」を設置し、乳幼児健診及び妊婦健診の

健診情報の電子的記録様式の標準化及び電子化に関する検討を行った。

【中間報告書の主な内容】

１．電子的に記録・管理する情報
○ 乳幼児健診（３～４か月、１歳半、３歳）及び妊婦健診の健診情報にかかる「標準的な電子的記録様式」及び「最低限電子化すべき情報」を検討。

標準的な電子的記録様式

乳幼児健診・妊婦健診で把握される情報 概要 例

標準的な電子
的記録様式

本人又は保護者が自己の健康管理のために閲覧
する情報で、市町村が電子化することが望まし
い情報。

・疾病及び異常の診察所見
・新生児聴覚検査に関する情報
・風疹抗体検査に関する情報

最低限電子化
すべき情報
※妊婦健診は対象外

転居や進学の際に、他の市町村や学校に引き継
がれることを前提として、市町村が必ず電子化
する情報。

・各健診時における受診の有無
・診察所見の判定に関する情報

２．電子的記録の利活用について ３．今後の検討事項
○ 引き続き検討が必要とされた主な課題。

・ 電子的記録の保存年限
・ 電子的記録の保存形式の標準化
・ データ化する項目の定義や健診の質の標準化
・ 学校健診情報との連携について
・ 任意の予防接種情報の把握について
・ 市町村における母子保健分野の情報の活用の在り方に
ついて

・ ビッグデータとしての利用について
・ 個人単位化される被保険者番号の活用にかかる検討も
踏まえた医療等分野における情報との連携について

など

マイナポータルでの閲覧 市町村間での情報連携

○ 生涯を通じたＰＨＲ制度構築の観点から、医療機関等においては、健診情報等をマイナンバーにより管
理することとなっていないことも踏まえ、医療情報も含めた個人の健康情報を同一のプラットフォームで
閲覧する方法等について今後検討が必要。

○ 現状、学校そのものは、マイナンバー制度において番号利用を行うことができる行政機関、地方公共団
体等として位置づけられていないため、学校健診情報と母子保健情報の連携に当たっては検討が必要。

○ 市町村が精密健康診査対象者の精密健康診査結果を確認する際に、医療機関から返却される精密健康診
査結果を効率的に照合する等の活用を進めることを念頭に、被保険者番号も把握する方向。

「マイナンバー制度により管理」「特定の個人を識別する識別子はマイナンバー」

（背景）・健診の実施主体たる市町村において情報が保有・管理されている
・マイナンバー制度に係る情報インフラが全国的に整備されている

乳幼児期・学童期の健康情報の一元的活用の検討などに取り組
む。
（経済財政運営と改革の基本方針 平成30年６月15日閣議決定）

政府
方針

ＰＨＲ（Personal Health Record）について、平成32年度より、マイナポータルを通じて本人
等へのデータの本格的な提供を目指す。そのため、予防接種（平成29年度提供開始）に加えて、

平成32年度から特定健診、乳幼児健診等の健診データの提供を開始することを目指す。
（未来投資戦略2018 平成30年６月15日閣議決定）
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○マイナポータルとは

・マイナポータル(情報提供等記録開示システム)では、マイナンバーカードを使って行政機関(中
間サーバ)から情報を取得して表示したり、自身の情報が行政機関でやり取りされているかなど
を確認することができます。

マイナポータルは下記URLよりアクセスが可能です。
https://myna.go.jp/

・なお、ログインにはマイナポータルアプリを利用するため、お使いの端末にアプリのインストール
が必要となります。
マイナポータルアプリの動作環境は下記URLを確認してください。
https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html

提供中のマイナポータルアプリ（2022年6月現在）
※詳細なバージョン情報は動作環境ページに掲載しています。

■Windows 8.1/10/11
・Chromium Edge
・Chrome
・Firefox
・IE11はサポート終了(動作環境外)
■Maintosh Catalina/Big Sur/Monterey
・Safari
・Chrome
・Firefox
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わたしの情報

行政機関等が保有するわ
たしの個人情報を検索して
確認することができます。

健康保険証利用受付

マイナンバーカードを健康
保険証として利用できるよ
うになります。

やりとり履歴

あなたの個人情報を行
政機関同士がやりとりし
た履歴を確認することが
できます。

利用者フォルダ―開設
/ログイン

マイナポータルのアカウント
作成やログインを行います。

お知らせ

行政機関等から配
信されるお知らせを
受信することができ
ます。

もっとつながる

マイナポータルの利
用者情報と外部
サイトのアカウント
を紐づけることで、
マイナポータルから
外部サイトへのロ
グインや情報照会
が可能となります。
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○自己情報表示機能（わたしの情報）とは

・行政機関などが持っているあなたの情報を、マイナポータル上で検索して確認することが
できる機能です。

わたしの

①わたしの

①わたしの

♦マイナポータル上で確認できる主な自己情報(2022年6月現在)

分野 分野詳細

健康・医療 健康保険証情報、薬剤情報、医療費通知情報、予防接種、健康診断・検診情報、医療保険、医療保険その他、学校保健、難病患者支援、
保険証の被保険者番号等、医療保険情報の提供状況

税・所得 税・所得、医療費通知情報

年金関係 年金、年金その他

子ども、子育て 児童手当、ひとり親家庭、母子保健、教育・就学支援、障害児支援・小児慢性特定疾病医療

世帯情報 世帯情報

福祉・介護 障害保健福祉、生活保護、中国残留邦人等支援、介護・高齢者福祉

雇用保険・労災 雇用保険、労災補償
22



マイナポータルを活用した母子保健情報の閲覧
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省内限り

マイナポータルを活用した母子保健情報の閲覧：妊婦健診

24
※当資料はあくまで当検討会の構成員のイメージアップを目的として作成したものであり、仕様上の表示可能な項目を網羅しているわけではございません。

また、表示されている内容についても実際の情報をもとに加工してあり、特定の人物のものではございません。



省内限り

マイナポータルを活用した母子保健情報の閲覧：乳幼児健診

25
※当資料はあくまで当検討会の構成員のイメージアップを目的として作成したものであり、仕様上の表示可能な項目を網羅しているわけではございません。

また、表示されている内容についても実際の情報をもとに加工してあり、特定の人物のものではございません。



省内限り

マイナポータルを活用した母子保健情報の閲覧：予防接種情報
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「母子保健情報のデジタル化について※」の概要
※母 子 健 康 手 帳 、 母 子 保 健 情 報 等 に 関 す る 検 討 会 報 告 書 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 ）

１ ． マ イ ナ ポ ー タ ル を 通 じ て 閲 覧 で き る 母 子 保 健 情 報 の 拡 充

現状：H30年検討会にて母子保健情報（妊婦健診、３～４か月・１歳６か月・３歳児健診の一部）の標準的な電子的記録様式を策定、

R2年度からマイナポータルで閲覧可能

マイナンバーカードを活用した母子健康手帳のデジタル化を推進する観点から、マイナポータルで閲覧できる母子保健情報を拡充

妊産婦の情報：妊娠中の喫煙・飲酒、感染症検査、産婦健診、産後ケア事業、EPDS等のアセスメントの実施

※あわせて、以前から電子化の対象だった妊婦健診情報について、市町村が必ず電子化する情報に指定

乳幼児の情報：新生児訪問指導等、屈折検査（３歳児健診）、歯の汚れ・形態・色調（１歳６か月・３歳児健診）

※あわせて、①自治体独自の乳幼児健診の情報を記録可能に、②以前から電子化の対象だった先天性代謝異常
等検査・新生児聴覚検査について、市町村が必ず電子化する情報に指定

＜現時点で新たに追加すべき情報（例）＞

２ ． 母 子 保 健 情 報 の デ ジ タ ル 化 に 関 す る 現 状 と 課 題

乳幼児健診（個別健診）を例に現行の情報プロセスごとに整理＊⇒ 今後、母子保健情報デジタル化実証事業等を通じて対応策等を検討

現行のプロセス 主な課題

保護者が問診票に回答 ～ 医療機関で確認 問診票が紙で運用⇒問診票の確認までにタイムラグ

健診実施 ～ 自治体への結果報告 紙で結果報告、医療機関から自治体に情報を電子的につなぐ仕組みがない

報告された結果のデータ化 83.5％の市町村で職員がデータ入力⇒業務負担、システムの財源確保が課題

データの情報管理 データの保存期間などの保管・管理の仕組みが未整備※

データの利活用 データ分析の人材確保が困難、個人情報の取扱などの仕組みが未整備※

マイナポータルへの情報登録 ～ 閲覧 閲覧可能な母子保健情報の充実が必要

健
診
情
報
の
流
れ

※医療DXの議論で全国医療情報プラットフォームについて検討されており、他分野での議論の状況を踏まえた対応が必要

＊今後、将来的なデジタル化の進展等を見据え、現行のプロセスを前提
としない情報のやり取りの仕組み等について検討・検証を考慮すべき

※こども家庭庁における議論の進捗等を踏まえて引き続き更なる追加を検討

27



妊婦健診

＜各回の妊婦健康診査において実施する事項＞
体重測定、妊娠高血圧症候群の精査等

＜必要に応じた医学的検査の結果＞
血液型、ヘモグロビン等の血液検査、肝炎及び風疹等の感染症検査、
子宮頸がん検診等

＜妊娠中と産後の歯の状態＞ 要治療のむし歯、歯の炎症等
＜妊娠中の経過＞ 受診回数、妊娠週数等
＜出産の状態＞ 妊娠期間、分娩方法等
＜出生時の児の状態＞ 体重、身長等

産婦健診

※これまで電子化の対象外産後ケア

アセスメント

妊
産
婦
の
情
報

乳
幼
児
の
情
報

＜妊婦の健康状態＞
妊娠中の喫煙、飲酒

＜感染症検査等＞
肝炎及び風疹等の感染症*、
HIV抗体等の性感染症等

＜妊娠中の経過＞*

受診回数*、妊娠週数*等
＜出産時の児の状態＞*

体重*、身長*等

子宮復古、体重、血圧等

実施日、方法

EPDS等の実施日及び点数

※対象項目なし

先天性代謝異常等検査*

新生児聴覚検査*

日齢、体重、身長、栄養法等

精密健康診査（受診日等）

歯科所見（歯の汚れ、歯の形態・
色調）

屈折検査
歯科所見（歯の汚れ、歯の形態・
色調）

健診受診日、体重、身長、
精密健康診査（受診日等）等

基本情報
＜妊娠及び分娩歴＞ 妊娠中の高血圧や尿糖の有無、出生時体重や身長
＜発達＞ 笑う、定頚、発語、独歩等

新生児スクリーニング
先天性代謝異常等検査
新生児聴覚検査

新生児訪問指導等 ※これまで電子化の対象外

３～４か月児健診
健診受診日、
健診受診時年月齢、
体重、身長等
診察所見（精神発達

や運動機能等）・判定
栄養

(歯科健診の実施なし)
股関節開排制限、斜頸等

１歳６か月児健診
歯科所見（むし歯

等）・判定
精密健康診査（受
診日等）

視覚、聴覚、離乳

３歳児健診
検尿、
眼科所見・判定
耳鼻咽喉科所見・判定

他の乳幼児健診 ※これまで電子化の対象外

母子保健情報の標準的な電子的記録様式の主な項目

電子化済みの項目 新たに電子化する項目

＊これまで「標準的な電子的記録様式」に含まれたが、
今回「最低限電子化すべき項目」に追加する項目

※赤字は市町村が必ず電子化する項目
（最低限電子化すべき項目）
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（参考）母子保健情報がマイナポータル上で閲覧できるまでの主なプロセス

乳幼児・保護者

受診

④結果報告

例：乳幼児健診（個別健診）の情報の流れ（概略図）

①問診票の回答

医療機関

②問診票の確認

③健診実施

自治体

⑤電子化

※紙媒体の場合

⑥情報管理

⑦利活用

⑨閲覧

※集団健診による乳幼児健診や妊婦健診についても、

プロセスの多くは共通

情報管理システム

中間サーバー

⑧登録
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１．母子健康手帳について

２. 妊婦健診・乳幼児健診について

３. 母子保健のデジタル化のこれまでの経緯

４. 母子保健のデジタル化の最近の動き

本日の内容



医療DX工程表における母子保健の記載について

○医療DXの推進に関する工程表（令和５年６月２日医療ＤＸ推進本部決定）（抄）

Ⅲ具体的な施策及び到達点
（２）全国医療情報プラットフォームの構築

オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する。
具体的には、全国の医療機関・薬局をつなぐオンライン資格確認等システムのネットワークを活用し、電子カルテ情報等を電子カルテ情報共

有サービス（仮称）に登録することで、医療機関や薬局との間で電子カルテ情報等を共有・交換する仕組みを構築する。また、自治体検診情報、
介護、予防接種や母子保健に関する情報を連携させる仕組みを構築することにより、医療機関・薬局等と自治体の間で必要な情報を共有可能に
する。介護事業所が保有する介護現場で発生する情報についても、介護事業所・医療機関等で情報を共有できる基盤を構築する。また、全国医
療情報プラットフォームに情報を提供するそれぞれの主体（医療保険者、医療機関・薬局、自治体、介護事業者等）について、そこで共有される保
健・医療・介護に関する情報を、自身の事業のため、さらにどのような活用をすることが可能かについても検討する。その際、これらの情報基盤に
ついては、電子処方箋と同様、オンライン資格確認等システムの資格情報の履歴と連携し、情報を連結させるとともに、マイナンバーカードの保険
証利用に係る本人確認の仕組みやオンライン資格確認等システムの医療機関等とのネットワークを活用し、情報連携を行っていく。
（略）

②自治体、介護事業所等とも、必要な情報を安全に共有できる仕組みの構築
医療や介護などのサービスの提供に関し、患者、自治体、医療機関、介護事業所等で紙の書類のやりとりがされており、患者にとって書類・

手帳を持ち運ぶ手間となっているだけでなく、各機関において都度入力する必要があり、また各機関間での情報の共有に限界がある。
こうした業務フローを見直し、関係機関や行政機関等の間で必要な情報を安全に交換できる情報連携の仕組みを整備し、自治体システムの

標準化の取組と連動しながら、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を共有していく。また、
個人が行政手続に必要な情報を入力しオンラインで申請ができる機能をマイナポータルに追加し、医療や介護などの手続をオンラインで完結さ
せる。
（略）
母子保健に関して、乳幼児健診や妊婦健診情報等の共有について、2023 年度中に、希望する自治体において事業を開始し、これらの取組

を踏まえたシステム改善を行いながら、順次、参加する自治体や医療機関を拡大し、自治体システムの標準化の取組の状況を踏まえ、全国展
開をしていく。
公費負担医療及び地方単独医療費助成への、オンライン資格確認等システムの対応拡大については、2023年度中に調査研究及び希望す

る自治体における事業を開始し、これらの取組を踏まえたシステム改善や、自治体システムの標準化の取組の状況などを踏まえながら、順次、
参加する自治体や医療機関を拡大し、全国展開をしていく。
（略）



医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕

2023年度
（令和5年度）

2024年度
（令和6年度）

2025年度
（令和7年度）

2026年度～
（令和8年度～）

マイナンバーカードと健康
保険証の一体化の加速等

電子カルテ情報の標準化等

自治体・医療機関/介護事業
所間の連携 等
・自治体が実施する介護、
予防接種、母子保健等の事
業の手続に必要な情報の連
携

診療報酬改定DX

〔医療機関等システムのモ
ダンシステム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電子点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃止

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡大

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力

電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡大

概ね全ての
医療機関・薬局で導入

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大

業務運用の見直し
医療機関・自治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電子点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡大

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

共通算定モジュールのα版提供開始
先行医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の自治体への電子提出の実現
順次、対象文書を拡大

運用開始

運用開始

生活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運用開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

➡医療機関・ベンダの負担軽減

➡医療機関・ベンダの更なる負担軽減

全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築

救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運用開始

運用開始し、普及

国民に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施自治体を拡大

下記について全国的に運用
・公費負担医療、地方単独医療費助成
・予防接種
・母子保健情報
・介護
・自治体検診
・感染症届出

自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化

先行実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電子カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電子処方箋

電子カルテ情報

医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大

標準型電子カルテα版提供開始 本格実施

民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、 医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 順次、ユースケースを拡大
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２ 事 業 の 概 要 ・ ス キー ム ・実 施主 体 等

１ 事 業 の 目 的

母子保健情報デジタル化実証事業

○ 現状、妊婦健診、乳幼児健診の結果等については、実施者が母子健康手帳に記入するとともに、自治体が医療機関から提供された健康
診査の結果等を、健康管理システムやマイナポータルの中間サーバーに登録しているが、自治体における登録までには数ヶ月かかってお
り、速やかな母子保健情報の電子化・閲覧ができていない状況にある。

○ このため、モデル的に複数の自治体において健康管理システムの改修や民間アプリの活用等によるデータ連携等を行い、母子健康情報

のデジタル化の課題等を検証した上で、全国展開に向けた検討を行う検証事業を実施する。

○ 予防接種デジタル化事業の実施状況を踏まえつつ、母子健康情報デジタル化の全国展開に向けた検証事業を実施する。

【実施主体】民間団体（公募により決定）
【補 助 率】 定額

令和４年度第２次補正予算 4.8億円

厚 生 労 働 省

契約

検 証 受 託 事 業 者

医 療 機 関

自 治 体

健 康 管 理 シ ス テ ム

ＰＨＲとして
妊婦健診記録等を把握

妊婦健診、乳幼児健診等のデータ連携

○自治体におけるデータ連
携の実証に係る調査研究

※ PHRの観点より、個人が自らの保健医
療情報を管理できるように、 マイナン
バーを活用した情報共有・連携について
検討すること。

＜自治体と医療機関の連携＞
▶パターン①
自治体の健康管理システムの改修

▶パターン②
医療機関の電子カルテシステムの活用

▶パターン③
PCやタブレット端末の活用

＜自治体と妊産婦等との連携＞

▶パターン④
母子保健アプリや母子保健情報の電子化ツールの導入

契約

シ ス テ ム 運 用

事 業 者 等

実証にかかる協定・
覚書・申合せ等

３ 実 施 主 体 等

❶ データ連携の実証事業に係る調査研究を行

う事業（検証受託事業者）の調達

❷ 本実証事業に参加を希望する自治体を公募

❸ 当該自治体が連携するシステム運用事業者

等と検証受託事業者との間で契約

⇒ 検証実施

（事業の流れ）

※ 予算の範囲で
複数自治体を選定

母子健康手帳のデジタル化
のためには、医療機関の情
報のデータ連携が必要
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2-1. サービス概要図（公費医療費助成の場合）

34

• 今年度の実証においては、公費の難病特定医療費、小児慢性特定疾病医療費、自立支援医療等、こどもやひとり
親向けなどの地方単独事業を対象に、マイナンバーカードの受給者証としての利用に関する先行実施を行う。

• この取組により、国民及び医療機関に感じていただける主なメリットは以下のとおり。

• 国民 ：対象の制度について、紙の受給者証の持参の手間等が軽減する。
• 医療機関：最新の正しい資格情報を取得することができる。

自治体A

各業務システム

マイナポータル
オンライン資格
確認等システム

医療機関
顔認証付

カードリーダ
レセプト
コンピュータ

Public Medical Hub（PMH）

etc

医療費助成
・公費負担
・地方単独負担

母子保健
・健診

予防接種
・定期

デジタル庁
で開発

API

受給者証の閲覧

受診

公費医療費助成情報＋マイナンバー

公費医療費助成券面情報の確認・取込

自治体B

各業務システム

自治体C

各業務システム

閉域網

閉域網（LGWAN、IP-VPN等を想定）

2023年６月30日 デジタル庁事業 自治体向け公募説明会資料より



白 白
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全体

7月

パターン①

パターン②

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

18日

公募期間

自治体
説明会

25日

選考

上旬

契約

実証システム開発・実証準備

実証準備 実証

結果取り

纏め

結果取り

纏め

報告書作成

地域実証スケジュール

公募
締め切り

採択団体決定
（予定）

問い合わせ対応、連絡調整、関係者会議開催等

説明会

準備
選考委員会準備

28日
意向調査
回答

2023年７月18日母子保健情報デジタル化実証事業 自治体向け公募説明会資料より(改変)

パターン①：デジタル庁先行実施事業と連携した母子保健領域実証事業

【目的】 デジタル庁で開発するPMH（Public Medical Hub）の総合テストフェーズのタイミングで、健診・予防接種実施機関
向けアプリを活用し、母子保健情報を連携した際の業務フローや課題を整理すること

【実証で使用するデータ】 テストデータを使用（個人情報は取り扱わない）

【対象業務】 妊婦健診／乳幼児集団・個別健診／予防接種

パターン②：母子保健デジタル化地域実証事業

【目的】 データ化された母子保健情報を利用した妊婦/乳幼児健診を行い、業務フローや課題を整理すること

【実証で使用するデータ】 実際の健診対象者の情報を使用

【対象業務】 妊婦健診／乳幼児集団・個別健診

母子保健デジタル化実証事業のスケジュール
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本日の内容のまとめ

• 社会のデジタル化が進む中で、厚生労働省において、母子健康手帳
および母子保健情報の電子化の検討が行われてきた。

• 現在は、マイナポータルにおいて、母子保健情報の一部について電子
的な閲覧が可能となっているが、情報反映までのタイムラグや、自治体
における作業負担など課題もある。

• 今後、こども家庭庁として、デジタル庁等と連携し、こうした課題を整理
しながら、マイナンバーカードを活用した母子保健情報のデジタル化・
DX化を推進していく予定。


